
これだけは知っておきたい同和問題（部落差別） 
正しく知ることが相手を思いやることにつながります 

 

 
 

日本国憲法 

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民

に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在

及び将来の国民に与へられる。 
 

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されな

い。 

岐阜市・岐阜市教育委員会 

感染症等 

病気を理由とした 

差別をなくそう 

偏見と差別をなくし、 

同和問題（部落差別）
を 

解決しよう 

女性差別をなくし、 

男女共同参画社会を 

築こう 

インターネットを 

悪用した人権侵害を 

なくそう 

いじめや虐待をなくし、 

子どもの人権を守ろう 

高齢者が 

生きがいをもてる 

社会にしよう 

国際交流と 

相互理解を深め、 

外国人差別をなくそう 

刑を終えて 

更生を目指す人を 

支えよう 

犯罪被害者や 

その家族の 

人権を尊重しよう 
性的少数者に 

対する 

偏見や差別を 

なくそう 

様々な人権問題を 

正しく知ろう 

障がいのある人への 

差別をなくし、 

社会参加を 

進めよう 

一人ひとりの人権を尊重するまちづくり 

～ よく生き合おう ～ 

 

岐阜市の人権啓発キャラクター「あったかハートちゃん」 
（このキャラクターは、2003(平成 15)年に岐阜総合学園の生徒

がデザインしてくれました。） 

 


